
 

 

第 回専門委員会議 おける主 意見 

 

 

．計画段階環境配慮書手続の導入 ついて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

．他自治体を参考 した新た 手続の導入 ついて 

 

 

 

 

 

 

 

 

．対象事業の種類、規模の見直し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 長 県 い 環境資源 要 あ こ アセ 手続 極力精緻 行う

あ 事業 全体 ケ ュール け影響を与え いこ を前提 配慮書

手続を導入す 方向 い い  

○ 導入す 方向 異存 い 導入し い いう自治体 理由を う少し具体的

確認す  

○ 配慮書作成 義務付け つい 法 け 第 種事業 第 種事業 取扱い等

を参考 検討す  

○ 他自治体 手続 対象を公共事業 限定し い こ あ 手続や審査

け 民間事業 対す 配慮を検討す  

○ 法対象事業 対す 条例手続 適用 つい 他自治体 状況を参考 可能

導入す  

○ 方法書 住民意見 対す 事業者見解 提出 そ 後 現地調査 バイア

そ あ 制度 趣旨を踏まえ 必要 い い  

○ 事後調査 手続 環境保全措置 効果を確認す 要 あ 他自治体

手続を参考 必要 導入す  

○ 太陽光発電所 つい アセ 逃 い う 規模要件 考え方を検討す

ま 大規模 土地 改変を伴わ い場合 環境影響 検討す  

○ 水道水源や湧水 影響 つい 対応 う 対象事業 検討を行う  

○ 電気工作物 事務局 考え 方向 条例対象化を検討す い 考え 規模

要件 つい 他自治体 状況を参考 慎 検討す  

○ 事業 種類を限定し い大規模 土地 改変 つい 条例 対象 す こ

特 問題 い い  
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